
 

 

 

    

 

 

 

 

【今月の一言】 

謹んで新年のお喜びを申しあげます。 

暖冬と言われていましたが、毎日厳しい寒さが続い

ています。年が明けると、『平成最後』という言葉もグ

ッと重みが増してきましたね。節目を良い形で迎えら

れるよう、今年も頑張っていきたいと思います。 

今年も１年よろしくお願いいたします。 

それでは今月もベイヒルズ社労士事務所便りをお届け

いたします。 

「チームの雰囲気」が働く人の満足度や

モチベーションにどう影響しているか？ 

ビジネスマンは、今の職場に満足しているのでしょ

うか。また、「チームの雰囲気」が働く人の満足度やモ

チベーションにどう影響しているのでしょうか。（株）

日本能率協会総合研究所が行ったアンケート調査（第

9 回「ビジネスパーソン 1000 人調査」【理想のチー

ム編】、調査期間：2018 年 9 月 28 日～2018 年

10月 9日）からみていきます。 

◆あなたは所属チームの雰囲気に満足していますか？ 

現在の職場のチームの雰囲気に「満足」（とても満

足：10.9%、やや満足：43.6%）としている人は半

数を超えました。ただ、20代、60代の約６割が満足

している一方、50 代、非正規職員では、過半数が満

足していないという結果です。 

【満足している理由】 

「困ったときに助け合うから」（39.6％） 

「自分なりに仕事を進めることができる」（27.2%） 

「互いに情報共有したり学びあえている」（22.2％） 

「期待されている役割が明確であるから」（18.2%） 

【満足していない理由】 

「フェアな評価がなされていない」（24.0%） 

「困ったときにも助け合うことがない」（21.8％） 

「互いに本音を話せない」（21.3%） 

比較すると、「チームリーダーは、チームの雰囲気を良

くすることができているか」について、満足している

人は「できている」と６割が回答し、満足していない

人は「できていない」との回答が５割を超えました。

このように、満足している人は、良好な人間関係を魅

力と感じる傾向が強くあるようです。 

◆上司から言われて嫌だと思う一言は？ 

１位「使えないな」（33.8％） 

２位 「そんなこともできないのか？」（32.6％） 

３位「余計なことをするな」（23.4％） 

４位 「上が言っているんだから、やれ」（21.5％） 

５位「やる気があるのか？」（16.5%） 

◆上司から言われてやる気がでる一言は？ 

１位「ありがとう」（35.1%）、 

２位「よくやった」（23.9％）、 

３位「頑張ってるね」（19.8%） 

４位「いいアイデアだ」（17.5%） 

５位「おつかれさま」（17.4%） 

上司による感謝とねぎらいの声かけが従業員のモ

チベーションアップにつながるようです。 

【一般社団法人日本能率協会「第 9回「ビジネス

パーソン 1000人調査」【理想のチーム編】」】 

https://jma-news.com/wp-content/uploads/20

18/11/845fa87cf4eec1440988e2087a54a9e1.p

df  

厚生労働省が生活習慣病の予防策を

強化 

◆寿命は延びても不健康な期間は変わらず 

厚生労働省は人手不足を背景に、生活習慣病の

予防策を強化します。高齢者人口が増えるなか、

健康に過ごせる寿命を延ばし、意欲ある高齢者が

長く働けるようにするのが目的です。 

寿命・健康寿命は年々延びていますが、健康で

ない状態で暮らす期間は、男女ともに横ばいです。

高齢化と病気を抱える人の増加に備えて、これに

対応する必要があります。 

◆予防対策は「ジム利用料の医療費控除拡大」と

「自治体の予防事業支援」 

厚生労働省は、インセンティブの強化により予

防対策を強化する方針です。１つめは、生活習慣

病患者が医師の指導に沿ってジムに通うと医療費

として費用を控除できる制度がありますが、その

対象ジムの増設です。２つめは、生活習慣病の予

防事業に力を入れる自治体への交付金増額です。 

◆ジムの利用料が医療費控除になる要件 

ジムでの運動が医療費控除の対象になるために

は、次の３つの要件があります。 

① 特定健康診査（いわゆるメタボ健診）におい

て、高血圧症、脂質異常症、糖尿病などの生活

習慣病である、または同等の状態であると診断

された場合や、医師の「運動療法処方箋」に基

づいた運動療法として行う運動であること。 

② 厚生労働省が指定した「指定運動療法施設」

で運動療法に取り組むこと。 

③ おおよそ週1回以上の頻度で８週間以上にわ

たって、指定施設での運動を行っていること。 

②の「指定運動療法施設」は全国で 200 カ所程

度に留まっています。対象要件として、健康運動

指導士の配置や生活指導の設備設置、医療機関と

の提携が求められる為です。今回の見直しでは、

基準を緩和し、対象施設増設と運動プログラムを

処方する医師への診療報酬引き上げも検討します。 

◆自治体への交付金にメリハリをつけて競争促進 

平成 30 年度から実施されている「保険者努力

支援制度」は、国民健康保険の財政基盤立て直し

を主とする医療保険制度改革法に盛り込まれ、医

療費の抑制で成果を上げた自治体に予算を重点配

分する制度です。今回の見直しでは、その交付金

にいっそうメリハリを利かせる予定です。自治体

が手がける特定健康診査の実施率や糖尿病の重症

化予防の取組みを点数化し、点数によって差をつ

ける事で、自治体に競争させるのが目的です。 

1月の税務と労務の手続［提出先・納

付先］ 

10日 

○ 源泉徴収税額※・住民税特別徴収税額の納付 

 ［郵便局または銀行］ 

※ただし、6ヵ月ごとの納付特例の場合は、30年

7月～12月の徴収分を 1月 20 日までに納付 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出 

＜前月以降採用労働者がいる場合＞［職安］ 

○ 労働保険一括有期事業開始届の提出 

＜前月以降に一括有期事業を開始の場合＞ 

 ［労働基準監督署］ 

31日 

○ 法定調書＜源泉徴収票・報酬等支払調

書・同合計表＞の提出 ［税務署］ 

○ 給与支払報告書の提出 

＜１月１日現在のもの＞ ［市区町村］ 

○ 固定資産税の償却資産に関する申告 

 ［市区町村］ 

○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付 

＜第４期分＞ ［郵便局または銀行］ 

○ 労働者死傷病報告の提出 

＜休業４日未満、10 月～12月分＞ 

 ［労働基準監督署］ 

○ 健保・厚年保険料の納付  

 ［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出 

 ［年金事務所］ 

○ 労働保険料納付＜延納第 3期分＞ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用

状況報告書の提出 ［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出 

（雇用保険の被保険者でない場合） 

＜雇入れ・離職の翌月末日＞ ［職安］ 

○ 固定資産税に係る住宅用地の申告 

 ［市区町村］ 

本年最初の給料の支払を受ける日の前

日まで 

○ 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書

の提出 ［給与の支払者（所轄税務署）］ 

○ 本年分所得税源泉徴収簿の書換え 

 ［給与の支払者］ 
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